
町からのお知らせ

問 

桂
川
町
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
６
５
・
２
２
７
１

気
軽
に
の
ん
び
り
と

サ
ロ
ン
「
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
」

サ
ロ
ン
開
設

お知らせ
　

桂
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
気
軽
に
立
ち
寄
れ

る
サ
ロ
ン
「
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

友
達
と
お
し
ゃ
べ
り
に
来
る
の
も
良
し
。
編
み
物
や

洋
裁
や
将
棋
、
囲
碁
を
し
て
も
良
し
。
自
由
に
お
部
屋

を
利
用
く
だ
さ
い
。

　

不
定
期
に
ス
マ
ホ
教
室
や
包
丁
研
ぎ
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
も
開
催
し
て
い
ま
す
。

【
時　

間
】
9
時
～
13
時

【
場　

所
】
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー
「
桂
寿
苑
」

【
参
加
費
】
無
料

　

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
食

　
　

事
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は

　
　

マ
ス
ク
着
用
、
手
指
消
毒
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

月 日

令和３年5月 7・11・13・18・20・24・25日

6月 3・10・11・18・24・28日

7月 2・6・13・16・26・29日

8月 3・12・20・23・26・30日

9月 3・7・10・14・24・29・30日

※5月13日はスマホ教室、6月3日は包丁研ぎ、28
　日は七夕づくり、8月3日は包丁研ぎを実施します。
　8月は手話体験会を実施します。日程は決まり次第
　お知らせいたします。
※10月以降の日程は9月号でお知らせします。

■サロン「ほっとスペース」開設日

問 

桂
川
町
社
会
福
祉
協
議
会 

☎
６
５
・
２
２
７
１

桂
川
町
学
童
保
育
所

夏
休
み
の
み
の
利
用
児
募
集

桂
川
町
学
童
保
育
所

学　童
　

学
童
保
育
所
は
、
保
護
者
が
就
業
や
疾
病
な
ど
の
た

め
に
保
育
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
児
童
に
対
し
、
安
全

の
確
保
や
健
全
育
成
を
図
る
た
め
の
施
設
で
す
。

　

夏
休
み
の
み
の
利
用
を
希
望
す
る
方
は
、
申
込
を
お

願
い
し
ま
す
。

【
保
育
日
時
】
7
月
21
日
～
8
月
31
日
の
間
の
月
～
土
曜
日

　

8
時
～
18
時
30
分
（
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

【
場
所
・
定
員
】

　

○
桂
川
学
童
保
育
所
（
若
干
名
）

　

○
桂
川
東
学
童
保
育
所
（
若
干
名
）

【
対　

象
】
町
内
小
学
校
に
在
籍
す
る
小
学
１
～
６
年
生

【
費　

用
】

　

利
用
料
…
６
０
０
０
円
（
２
人
目
以
降
３
７
５
０
円
）

　

傷
害
保
険
料
一
部
負
担
…
８
０
０
円
／
人

　

※
保
護
者
会
費
や
お
や
つ
代
な
ど
は
別
途
か
か
り
ま
す

【
申
込
期
間
】
６
月
1
日
㈫
～
18
日
㈮

【
申
込
用
紙
】
各
学
童
保
育
所
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
住

民
課
、
子
育
て
支
援
課
で
5
月
14
日
㈮
か
ら
配
布

【
提
出
書
類
】
①
入
所
申
込
書 

②
勤
務
・
就
労
証
明
書

③
健
康
管
理
カ
ー
ド 

④
同
意
書 

⑤
利
用
料
の
自
動

払
込
利
用
申
込
書
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
指
定
）

【
申
込
先
】

○
各
学
童
保
育
所 

○
桂
川
町
社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き
い
き
セ
ン
タ
ー

「
桂
寿
苑
」
内 

）

問 

住
民
課 

住
民
年
金
係 

☎
６
５
・
３
３
０
１

児
童
手
当
の
継
続
受
給
に
は

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す

児
童
手
当
の
現
況
届

児童手当
　

6
月
1
日
現
在
、
桂
川
町
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
る
人
が
、
6
月
以
降
も
継
続
し
て
受
給
す
る
た
め
に

は
、
6
月
中
に
現
況
届
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、
6
月
以
降
の
児
童
手
当

が
支
給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
対
象
世
帯
に
5
月
下
旬
に
郵
送
す
る
案

内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
手
当
の
支
給
月
】

　

○
６
月
（
２
～
５
月
分
）

　

○
10
月
（
６
～
９
月
分
）

　

○
２
月
（
10
～
1
月
分
）

■手当の支給額（児童一人当たりの月額）

対　象 支給額

3歳未満 15,000円

3歳以上
小学校修了前

第1子・第2子 10,000円

第3子以降 15,000円

中学生 10,000円

※受給者の前年分（１～５月分は前々年分）の所
得が所得制限限度額を超えている場合、児童の
年齢に関わらず、支給額は児童１人につき月額
5,000円です。

※児童の数え方…18歳に達する日以降最初の3月
31日までの間にある児童の中で、年長者から順
に第１子、第２子、第３子と数えます。
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